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令和８年２月６日  

監 査 委 員 決 定  

 

令和８年度上尾市監査計画 
 

 

令和８年度に監査委員が行う監査等について、上尾市監査基準第７条の規定により、監査

計画を策定する。 

 

 

Ⅰ  実施方針 
 

公正で効率的な行財政運営を確保するため、上尾市監査基準に基づき、本市の事務の管理及び

執行等について、合規性、正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から監査を行い、業務改善

につなげることを目的とする。 

 

 

Ⅱ  監査等の種類（監査・検査・審査） 
 

１ 定期監査（地方自治法第１９９条第４項による監査） 

 

 

実施時期 

１０月～２月 

監査等実施予定表の定期監査の欄で指定した部課等の予算の執行等の財務事務につ

いて実施する。 

１１月は、指定した学校を対象に財産の管理、物品の出納及び保管の事務等につい

ても実施する。 

学校の施設については４年で一巡するように実施する。 

 

※監査の範囲は、当年度分を対象とし、その都度対象となる部課等に通知する。 

※各監査実施予定日の１か月前までを目途に、監査資料を提出するよう依頼する。 

 

 

２ 随時監査（地方自治法第１９９条第５項による監査） 

 

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する。 

 

 

３ 行政監査（地方自治法第１９９条第２項による監査） 

 

定期監査と併せて実施する。 

 

 

４ 財政援助団体等の監査（地方自治法第１９９条第７項による監査） 

 

（１）対象団体   （公財）上尾市地域振興公社 

[対象施設] 上尾丸山公園 自然学習館 バーベキュー場  

【所管部局及び課(所)】都市整備部 みどり公園課 

（２）実施時期   ９月 
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５ 決算審査（地方自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項による審

査） 

 

決算書及び証書類、その他政令で定める書類を対象とし、定期監査、随時監査及び例月現

金出納検査の結果を参考として、一般会計・特別会計・公営企業会計について６月中旬から

７月下旬までに行う。 

 

 

６ 例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項による検査） 

 

現金出納に係る諸帳簿及び証拠書類を対象とし、当該検査月の前月分を対象として毎月行

う。 

 

 

７ 健全化判断比率審査、公営企業会計資金不足比率審査（地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項による審査） 

 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を対象

とし、８月に実施する。 

 

 

８ 内部統制評価報告書審査（地方自治法第１５０条第５項による審査） 

 

内部統制評価報告書を対象とし、７月～８月上旬までに行う。 

 

 

９ その他 

 

・水道貯蔵品たな卸立会 

実施時期 ３月 

 

 

Ⅲ  監査体制 
 

監査委員３名で監査等を実施し、事務局職員が補助する。 
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Ⅳ  監査等実施予定表 
 

月 定期監査・行政監査 財政援助団体等監査 決算審査・その他 

４  

 

 

５   

６  決算審査 

（一般会計・特別会計・ 

企業会計） 

内部統制評価報告書審査 ７  
対象施設 

上尾丸山公園、自然学

習館、バーべキュー場 

対象団体 

  （公財）上尾市地域振興

公社 

所管部局  

   都市整備部 みどり公

園課 

８  健全化判断比率審査等 

９   

１０ 市民生活部、議会事務局、出納室   

１１ 
教育総務部、学校教育部、小中学校

（高崎線東側） 
  

１２ 市長政策室、行政経営部   

１ 
総務部、選挙管理委員会、監査委員事

務局 
  

２ 都市整備部   

３   水道貯蔵品たな卸立会 

 

※ 例月現金出納検査は毎月行う。 


